
 1 

平成２８年（ワ）第２４５４３号 
原  告  柳 田  辰 雄 
被  告  国立大学法人東京大学  
 

証 拠 説 明 書 (３)  

２０１７年 ２月２４日 
 
東京地方裁判所民事第１４部合２Ａ係 御中 
 

原告訴訟代理人弁護士 柳 原  敏 夫   
 

１、書証（甲４８～５５） 

甲号証 標     目 
(原本・写の別) 

作 成 
年月日 作成者 立 証 趣 旨 備考 

４８ 陳述書（３） 原 2017.2. 
22 

原告 ・原告が取り組んできた学融合の
研究方法の特徴について。 
・上記の特徴を有する原告の学融
合が、本件の違法な分野変更手続
によりどのように侵害されたかに
ついて。 
・２００５～２００８年の間に、
国際政策協調学の新任教授実現の
ために原告が継続して取り組んで
きたことについて。 

 

４９ 「分野別教員配置構
想」と題する書面（教
員研修資料の抜粋） 

写 2005.7. 吉田恒明 翌年４月の専攻化に向け、分野等
を確認する作業の中で、国際環境
基盤学大講座内で国際政策協調学
を新任教授で行うことが決定され
たこと（表の教員配置のＰが「教
授）という意味。数字は人数）。 

＋－ 

５０の
１～２    

平成１５年度第１０回
学術経営委員会議事要
旨 
資料４（「教官選考に
当たっての分野及びポ
ストの審議に関する申
合わせ」(案)その他。全
４枚） 

写 2003.9. 
17 

学 術 経 営
委員会 

・教員人事における分野及びポス
トを審議するために、新たに分野
選定委員会を設置し、その具体的
な運用について定める規則（教官
選考に当たっての分野及びポスト
の審議に関する申合わせ）を審
議・制定したこと。 
・上記規則として、学術経営委員
会で教員人事が進められている中
で、「分野及びポスト」の変更が
生じる場合には、人事手続とし
て、最初から、発議からやり直す
必要があることを明らかにした。 

 

５１の平成１６年度第２２回写 2005.3. 同上 ・左記の会議で甲５０の規則が一  
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１～３ 学術経営委員会議事要
旨 
資料５（「教員選考に
当たっての分野及びポ
ストの審議に関する申
合わせ」(案)。全１枚） 
資料６（選定プロセス
(案)。全２枚） 

23 部改正されたこと。 
・上記改正の中で、具体的な運用
について、さらに詳細を「選定プ
ロセ」として定めたこと。 
・上記改正によっても、《「分野
及びポスト」の変更が生じる場合
は、再度、発議からやり直す。》
という規則には変更がないこと。 

５２の
１～３ 

平成１９年度第２２回
学術経営委員会議事要
旨 
資料１１（「教員選考
に当たっての分野及び
ポストの審議に関する
申合わせ」 (案 ) 全１
枚） 
「教員選考に当たって
の分野及びポストの審
議に関する申合わせ」 

写 2008.3. 
19 

同上 ・左記の会議で甲５０の規則が一
部改正されたこと。 
・上記改正によっても、《「分野
及びポスト」の変更が生じる場合
は、再度、発議からやり直す。》
という規則には変更がないこと。 
 

 

５３ 平成１７年度第３回
コース会議記録（案） 

写 2005.4. 
21 

山路永司 国際環境基盤学大講座の会議で、
国際政策協調学分野の教授人事を
進めるため、学術経営委員会に発
議することを審議・承認したこ
と。 

 

５４ 平成２１年度第２回基
幹専攻会議 議事録案 
 

写 2009.4. 
23 竹田麻里 

 
 

国際協力学専攻の基幹専攻会議
で、国際政策協調学分野の教授人
事を進めるため、学術経営委員会
に発議することを審議・承認した
こと。 

 

５５    経過年表（２） 写 2017.2. 
22 原告 

 

１９９８～２００９年５月の出来事

について、時系列に示した（甲２経

過年表を補充するもの）。 

但し、甲２と異なり、大講座会議・

基幹専攻会議と学術経営委員会に分

けて、出来事を記述した。 

 

以 上 
 
 


